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午前９時３０分 開会 

 

開議挨拶 

 

○議長（齊藤 正議員） おはようございます。長かった定例会もですね、いよいよ最終日を迎えるこ

とになりました。途中はですね休会中には、斉藤委員長をもとに予算審査特別委員会が開かれ、今日

報告があるわけでございますが、着々とですね２６年度に向かっての準備が進んでいるのかなという

ふうに思うところでございます。今日はですね、花輪議員がＢ型インフルということでまだちょっと

体調悪いようですから、今日は欠席をするということでございます。今日は天気が良いわけでござい

ますが雪はしゃあないのかな、美瑛におって北海道におってしゃあないかなと思うんでありますが、

ただ今の時期ですね、やっぱり雪が多いと気が揉めてくるのかな。もう例年でしたらですね、やっぱ

りあぜ道の段差等がはっきりしてくるところでありますが、まだ今年は依然としてですね辺り一面真

っ白ということでございまして、去年が雪解け遅くてですね大変な目に遭ったところでございますが、

去年の二の舞を踏まないようですね、一日も早い融雪を心待ちにしているというところでございます。

今日はですね日程等も最終日、消化済みが多いわけでございまして午前中には打ち上がるのかなとい

うところでございますが、よろしくお願いを申し上げまして、開会させていただきます。 

 

開議宣告 

 

○議長（齊藤 正議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は１３人であります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第

１２６条の規定によって、６番山家慶治議員と１３番沼田成功議員を指名します。 

 

諸般の報告 

 

○議長（齊藤 正議員） これから諸般の報告を行います。 

前川事務局長。 

○議会事務局長（前川光男君）  

（諸般の報告をする） 

（報告文の記載を省略する） 

○議長（齊藤 正議員） これで諸般の報告を終わります。 
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日程第２ 議会運営について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第２、本定例会の議会運営について、山家慶治議会運営委員会委員長の

報告を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、山家委員長。 

（議会運営委員会委員長 山家 慶治議員 登壇） 

○委員長（山家慶治議員）  

(議会運営についての報告をする) 

  (報告文の記載を省略する)  

以上であります。 

○議長（齊藤 正議員） これで議会運営についての報告を終わります。本日の議事日程は印刷物で配

布のとおりであります。 

 

行政報告 

 

○議長（齊藤 正議員） 浜田町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

(「はい」の声) 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） 皆さんおはようございます。３月の定例会もいよいよ最終日ということになり

ました。まずは、先ほど議長さんからもお話ありましたとおり、天候なかなか暖かくならないという

状況でありましたけども、今週からはだんだん暖かさも増しているということで、良い春を迎えたい

というふうに思っているところでありますが、また災害対応等もやはり対応策、十分に状況を見なが

ら対応していかなきゃならんというふうに考えているところであります。そんな中で今回、議案等も

補正予算等も出させていただきながらご審議をいただくことになりますが、補正予算につきましては

国の補正予算の中でなかなか決まりきらなかった教育の関係、学校の関係がなかなか内容が進められ

ませんでした。国の方ではなかなか仕分けができないということで、それが決まってきましたのでい

よいよこの最終的な平成２５年度の予算についても、確定できるような形になったということでご審

議をいただくことをよろしくお願い申し上げます。 

行政報告を申し上げます。平成２５年度の特別交付税の交付額の決定についてであります。内容に

つきましては、昨年の対比４．２％減という事でありますけども、２５年度決定額が３億６６３６万

５千円という内容になっています。昨年よりも４％ほど減ってるということでありますけども、この

主原因につきましては、現年債の災害の応急対応分ということで、そういった部分が２５年度は美瑛
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町においてはなかったということ、そのことを差し引きますと約１８００万円ほどのそういった減額

要因になっております。そのことを差し引きしますと、一般的な行政運営の部分については適正な交

付額をいただいたということを判断をしているところであります。以上、報告を差し上げます。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これで行政報告を終わります。 

 

日程第３ 議案第１５号 平成２６年度美瑛町一般会計予算について 

日程第４ 議案第１６号 平成２６年度美瑛町国民健康保険特別会計予算について 

日程第５ 議案第１７号 平成２６年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について 

日程第６ 議案第１８号 平成２６年度美瑛町水力発電事業特別会計予算について 

日程第７ 議案第１９号 平成２６年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について 

日程第８ 議案第２０号 平成２６年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第９ 議案第２１号 平成２６年度美瑛町水道事業会計予算について  

日程第１０ 議案第２２号 平成２６年度美瑛町立病院事業会計予算について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第３、議案第１５号、平成２６年度美瑛町一般会計予算についての件、

日程第４、議案第１６号、平成２６年度美瑛町国民健康保険特別会計予算についての件、日程第５、

議案第１７号、平成２６年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算についての件、日程第６、議案第

１８号、平成２６年度美瑛町水力発電事業特別会計予算についての件、日程第７、議案第１９号、平

成２６年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての件、日程第８、議案第２０号、平成２６年度

美瑛町公共下水道事業特別会計予算についての件、日程第９、議案第２１号、平成２６年度美瑛町水

道事業会計予算についての件、及び日程第１０、議案第２２号、平成２６年度美瑛町立病院事業会計

予算についての件を一括議題とします。 

議案第１５号から議案第２２号までについて、平成２６年度美瑛町議会予算審査特別委員会委員長

の報告を求めます。 

(「はい」の声) 

はい、斉藤委員長。 

（予算審査特別委員会委員長 斉藤 幸一議員 登壇） 

○委員長（斉藤幸一議員） おはようございます。朗読をもって報告をさせていただきます。 

（報告分の朗読を省略する） 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（齊藤 正議員） これから委員長報告に対する質疑を行います。 

お諮りします。議案第１５号から議案第２２号までの質疑は一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

(「なし」の声) 



 

－ 8 － 

異議なしと認めます。従って議案第１５号から議案第２２号までの質疑は一括行うことに決定しま

した。 

それでは、議案第１５号から議案第２２号までについての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで議案第１５号から議案第２２号までについての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

お諮りします。議案第１５号から議案第２２号までの討論を一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

(「なし」の声) 

異議なしと認めます。従って議案第１５号から議案第２２号までの討論は一括行うことに決定しま

した。 

議案第１５号から議案第２２号までについての討論を行います。 

討論ありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで議案第１５号から議案第２２号までについての討論を終わります。 

これから日程第３、議案第１５号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第１５号、平成２６年度美瑛町一般会計予算について

の件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第１５号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第４、議案第１６号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第１６号、平成２６年度美瑛町国民健康保険特別会計

予算についての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第１６号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第５、議案第１７号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第１７号、平成２６年度美瑛町老人保健施設事業特別

会計予算についての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

挙手多数であります。従って議案第１７号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第６、議案第１８号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第１８号、平成２６年度美瑛町水力発電事業特別会計

予算についての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 
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挙手多数であります。従って議案第１８号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第７、議案第１９号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第１９号、平成２６年度美瑛町白金泉源事業特別会計

予算についての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第１９号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第８、議案第２０号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第２０号、平成２６年度美瑛町公共下水道事業特別会

計予算についての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２０号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第９、議案第２１号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第２１号、平成２６年度美瑛町水道事業会計予算につ

いての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２１号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第１０、議案第２２号の件を採決します。 

本件に対する委員長の報告は可決です。議案第２２号、平成２６年度美瑛町立病院事業会計予算に

ついての件を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２２号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第２９号 平成２５年度美瑛町一般会計補正予算について 

日程第１２ 議案第３０号 平成２５年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１１、議案第２９号、平成２５年度美瑛町一般会計補正予算について

の件、及び日程第１２、議案第３０号、平成２５年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算につい

ての件を一括議題とします。 

これから各議案の提案理由の説明を求めます。まず、議案第２９号について提案理由の説明を求め

ます。 

(「はい、総務課長」の声) 

はい、石井総務課長。 

（総務課長 石井 典夫君 登壇） 

○総務課長（石井典夫君） おはようございます。議案第２９号の提案理由につきましてご説明を申し

上げます。議案集は追加議案集の８０頁から８７頁になります。今回の補正予算につきましては、国
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の緊急経済対策好循環実現のための経済対策の大型補正で要望しておりました美瑛中学校の大規模

改修事業について、国や道との協議が調ったことから繰越事業費として追加するとともに、先般の暴

風雪や排雪作業に伴う除雪費を追加し、また地方交付税が追加交付されたことから基金への積み立て

を行うものでございます。それでは、議案条文を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、事項別明細書の歳出から説明いたします。議案書の８６頁をお開きください。事項別明

細書の歳出でございます。第８款土木費、第２項道路橋梁費、補正額１１００万円の追加でございま

す。除雪対策にかかる費用の追加でございます。 

第１０款教育費、第３項中学校費、補正額３億９０３０万円の追加でございます。美瑛中学校改修

及び美瑛中学校のグラウンドの改修でございます。 

第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第１目公共施設等整備基金費、補正額１千万円の追加

でございます。これにつきましては、財源の確保に伴う積み立てでございます。 

続きまして、歳入について説明をいたします。８４頁へお戻り願います。事項別明細書の歳入でご

ざいます。第１０款地方交付税、第１項地方交付税、補正額３３７１万３千円の追加でございます。

普通交付税でございます。当初交付決定額が４５億２６０５万８千円でございました。今回、追加交

付額として３７１万３千円、調整額分が追加されたものでございます。従いまして、最終交付額が４

５億２９７７万１千円となります。今回の補正後の予算額が同額の４５億２９７７万１千円でござい

ます。 

続きまして、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第５目教育費補助金、補正額１億４３８万

７千円の追加でございます。美瑛中学校及び同校グラウンドの改修に伴う交付金でございます。 

続きまして、第２１款町債、第１項町債、第８目教育債、補正額２億７３２０万円の追加でござい

ます。美瑛中学校及び同校グラウンドの改修に伴う事業債の追加でございます。 

続きまして、第２表の説明をいたします。８２頁へお戻りください。国の緊急経済対策により平成

２６年度へ繰り越して実施するものでございます。第２表繰越明許費補正、追加第１０款教育費、第

１項中学校費、事業名、美瑛中学校改修事業及び美瑛中学校グラウンド改修事業でございます。合計

教育費計で３億９０３０万円でございます。 

続きまして、第３表の説明を行います。８３頁をお開き願います。町債の総額に２億７３２０万円

を追加し、総額を１６億４９６３万４千円とするものです。起債の目的、限度額のみ申し上げます。

第３表地方債補正、追加、起債の目的、補正予算債、限度額２億７３２０万円。以上でございます。

８１頁の第１表歳入歳出予算補正の説明は省略をいたします。 

以上で議案第２９号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） 次に、議案第３０号について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、水道整備室長」の声) 

はい、宮崎水道整備室長。 

（水道整備室長 宮崎 敏行君 登壇） 
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○水道整備室長（宮崎敏行君） おはようございます。議案第３０号の提案理由につきましてご説明を

申し上げます。今回の補正は、日本下水道事業団に設計、施工、管理を委託しておりました下水処理

場改築更新工事委託の建築主体工事が平成２６年９月３０日を工期に３月１４日契約を締結し、下水

処理場整備事業費の確定に伴う歳入歳出予算の減額と繰越しをお願いするものです。以下、議案を朗

読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。最初に歳出からご説明いたし

ます。９４頁をお開き願います。歳出、第１款下水道事業費、第２項事業費、第１目建設事業費、補

正額４２９５万円の減、下水処理場整備事業費確定に伴う減額でございます。 

次に、歳入の説明を行います。９２頁にお戻り願います。歳入、第３款国庫支出金、第１項国庫補

助金、第１目下水道事業補助金、補正額２３５５万円の減。第７款町債、第１項町債、第１目下水道

事業債、補正額１９４０万円の減。いずれも事業費確定に伴う整理でございます。 

次に９０頁に戻りまして、繰越明許費についてご説明申し上げます。第２表繰越明許費、第１款下

水道事業費、第２項事業費、事業名、下水処理場整備事業費、金額４２００万円。次に、次の頁の地

方債補正についてご説明を申し上げます。第３表地方債補正、変更、起債の目的、公共下水道事業、

変更前限度額１億４０３０万円、変更後限度額１億２０９０万円、以下、記載の方法、利率、償還の

方法は変更前と同じであります。 

８９頁の第１表歳入歳出予算補正については省略をさせていただきます。以上であります。よろし

くお願い致します。 

○議長（齊藤 正議員） これで２案件についての提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

初めに、２案件に関連する事項についての総括質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで２案件に関連する総括質疑を終わります。 

次に、議案第２９号についての質疑を行います。議案集の８４頁から８７頁まで、平成２５年度美

瑛町一般会計補正予算の歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。 

次に、議案集の８０頁から８３頁まで、平成２５年度美瑛町一般会計補正予算の条文、第１表歳入

歳出予算補正、第２表繰越明許費補正及び第３表地方債補正についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで議案第２９号についての質疑を終わります。 



 

－ 12 － 

次に、議案第３０号についての質疑を行います。議案集の８８頁から９５頁まで、平成２５年度美

瑛町公共下水道事業特別会計補正予算の条文、第１表歳入歳出予算補正、第２表繰越明許費、第３表

地方債補正及び歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで議案第３０号についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

お諮りします。２案件の討論は一括行いたいと思いますがご異議ありませんか。 

(「なし」の声) 

異議なしと認めます。従って２案件の討論は一括行うことに決定しました。 

それでは、議案第２９号及び議案第３０号の２案件についての討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで議案第２９号及び議案第３０号の２案件についての討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第２９号の件を採決します。議案第２９号、平成２５年度美瑛町一般会

計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２９号の件は原案のとおり可決されました。 

次に日程第１２、議案第３０号の件を採決します。議案第３０号、平成２５年度美瑛町公共下水道

事業特別会計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第３０号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第８号基本協定の締結の変更について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１３、議案第８号、基本協定の締結の変更についての件を議題としま

す。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、水道整備室長」の声) 

はい、宮崎水道整備室長。 

（水道整備室長 宮崎 敏行君 登壇） 

○水道整備室長（宮崎敏行君） 議案第８号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集につ

きましては９頁になります。平成２０年度に議決いただきました美瑛町公共下水道終末処理場改築更

新工事委託につきまして、平成２０年度から６年計画の工事委託を進め、最後の物件であります建築

主体工事が平成２６年９月３０日を工期に３月１４日契約締結し、これまでの入札による減及び仮設

費等の減により委託費が確定しましたので、契約金額及び事務所移転等により変更をお願いするもの
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です。 

それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上であります。議案第８号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第８号の件を採決します。議案第８号、基本協定の締結の変更について

の件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第２４号 指定管理者の指定について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１４、議案第２４号、指定管理者の指定についての件を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、経済文化振興課長」の声) 

はい、武井経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 武井 一真君 登壇） 

○経済文化振興課長（武井一真君） おはようございます。議案第２４号の提案理由につきましてご説

明を申し上げます。議案集は７６頁になります。美瑛町地域資源活用総合交流施設、宿泊施設ラヴニ

ールにつきましては、平成１７年度の開設当初より旭川ターミナルビル株式会社に委託してまいりま

した。この間、平成２１年度に指定管理者としての協議を行いましたが決定に至らなかった経緯がご

ざいます。今般１０年目を迎えることと、消費税の改正、類似ホテル等が金曜日、土曜日、休日前料

金の設定をしていることもありまして、併せて料金の見直しを行い、指定管理者としての合意に至っ

たところであります。しかしながら、初めての料金改定ということもありますことから、当面１年間

の指定の期間とし今回提案するものでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２４号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 
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質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

はい、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第２４号の件を採決します。議案第２４号、指定管理者の指定について

の件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２４号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第２５号 指定管理者の指定について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１５、議案第２５号、指定管理者の指定についての件を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、農林課長」の声) 

はい、大西農林課長。 

（農林課長 大西 能正君 登壇） 

○農林課長（大西能正君） 議案第２５号、美瑛町置杵牛農産物加工交流施設の指定管理者の指定につ

いて、お願いをするものでございます。本件につきましては、平成２４年から２カ年間で指定管理を

行っておりました置杵牛農産物加工交流施設運営協議会に続けまして５カ年間の指定管理をお願い

をするものでございます。過去２年間の実績で、今年度につきましては目標を達成をいたしておりま

すので、業績が今後も見込めるということが提案理由の内容でございます。以下、条文を読ませてい

ただきまして提案をさせていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以上、提案をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから日程第１５、議案第２５号の件を採決します。議案第２５号、指定管理者の指定について

の件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６ 議案第２６号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１６、議案第２６号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、総務課長」の声) 

はい、石井総務課長。 

（総務課長 石井 典夫君 登壇） 

○総務課長（石井典夫君） 議案第２６号の提案理由についてご説明を申し上げます。議案集は７７頁、

改正に伴う新旧対照表は資料の１０頁になります。上川中部消防組合及び伊達、壮瞥学校給食組合が

平成２６年３月３１日付け解散することから規約の一部を変更するものでございます。それでは議案

を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２６号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第２６号の件を採決します。議案第２６号、北海道市町村職員退職手当

組合規約の変更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

挙手多数であります。従って議案第２６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第２７号 上川町村等公平委員会共同設置規約の変更について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１７、議案第２７号、上川町村等公平委員会共同設置規約の変更につ

いての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 
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(「はい、総務課長」の声) 

はい、石井総務課長。 

（総務課長 石井 典夫君 登壇） 

○総務課長（石井典夫君） 議案第２７号の提案理由についてご説明を申し上げます。議案集は７８頁、

改正に伴う新旧対照表は資料の１１頁になります。上川中部消防組合が平成２６年３月３１日付け解

散することから規約の一部を変更するものでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２７号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第２７号の件を採決します。議案第２７号、上川町村等公平委員会共同

設置規約の変更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２７号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８ 議案第２８号 大雪地区広域連合規約の変更について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１８、議案第２８号、大雪地区広域連合規約の変更についての件を議

題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

(「はい、保健福祉課長」の声) 

はい、藤原保健福祉課長。 

（保健福祉課長 藤原 悟君 登壇） 

○保健福祉課長（藤原 悟君） おはようございます。議案第２８号の提案理由につきましてご説明申

し上げます。議案集につきましては７９頁、新旧対照表につきましては資料の１２頁から１４頁にな

ります。このたびの規約の変更につきましては、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律、以下、障害者総合支援法というに改められ、障害程度区分を障害支

援区分に改められましたので、大雪地区広域連合規約の文言を整理するため、地方自治法の規定に基

づき議会の議決をお願いするものであります。それでは、議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 
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以上で議案第２８号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第２８号の件を採決します。議案第２８号、大雪地区広域連合規約の変

更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って議案第２８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 意見書案第１号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第１９、意見書案第１号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書につい

ての件を議題とします。 

本件について趣旨説明を求めます。 

(「はい」の声) 

はい、１１番角和議員。 

（１１番 角和 浩幸議員 登壇） 

○１１番（角和浩幸議員） それでは朗読をもちましてご提案に代えさせていただきます。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１９、意見書案第１号の件を採決します。意見書案第１号、特定秘密保護法の廃止

を求める意見書についての件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 
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(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って意見書案第１号の件は決議することに決定し、決議書を関係機

関に送付することにいたします。 

 

日程第２０ 意見書案第２号 国益なきＴＰＰ合意に断固反対し、国会決議の遵守を求める 

意見書について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第２０、意見書案第２号、国益なきＴＰＰ合意に断固反対し、国会決議

の遵守を求める意見書についての件を議題とします。 

本件について趣旨説明を求めます。 

(「はい」の声) 

はい、１２番濱田洋一議員 

（１２番 濱田 洋一議員 登壇） 

○１２番（濱田洋一議員） 朗読をもって提案とします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（齊藤 正議員） これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

(「なし」の声) 

疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

(「なし」の声) 

討論論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２０、意見書案第２号の件を採決します。意見書案第２号、国益なきＴＰＰ合意に

断固反対し、国会決議の遵守を求める意見書についての件を、決議することに賛成の方は挙手願いま

す。 

(挙手多数) 

はい、挙手多数であります。従って意見書案第２号の件は決議することに決定し、決議書を関係機

関に送付することにいたします。 

 

日程第２１ 議員の派遣について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第２１、議員の派遣についての件を議題とします。 
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本件について、地方自治法第１００条第１３項及び美瑛町議会会議規則第１２７条の規定に基づき、

別紙のとおり議員の派遣をしたいと思います。 

お諮りします。本議会は、別紙のとおり議員の派遣をすることにご異議ありませんか。 

(「なし」の声) 

異議なしと認めます。従って別紙のとおり議員の派遣をすることに決定しました。 

 

日程第２２ 所管事務調査の申し出について 

 

○議長（齊藤 正議員） 日程第２２、所管事務調査の申し出についての件を議題とします。 

本件について、総務文教常任委員会委員長斉藤幸一議員、産業経済常任委員会委員長穂積力議員、

議会運営委員会委員長山家慶治議員から所管事務調査を行うため、閉会中の継続審査の承認を求める

申し出が別紙のとおりありました。 

お諮りします。本件については、各委員長からの申し出のとおり承認したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

(「なし」の声) 

異議なしと認めます。従って本件は各委員長の申し出のとおり承認することに決定しました。なお

派遣地、調査事項等に変更が生じた場合には、議長において承認したいと思いますので了承願います。 

 

閉会宣告 

 

○議長（齊藤 正議員） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。会議

を閉じます。平成２６年第２回美瑛町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会挨拶 

 

○議長（齊藤 正議員） 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。第２回定例会、長丁場の３

月議会がですね、予定どおり本日をもって終了すすることができました。心よりお礼を申し上げたい

というふうに思うところでございます。３月、４月となりますと、それこそ出会いがあり別れがあり

ということで、本当にいろんな行事もあります。この議場内においてもですね、政策調整課長の中山

さん、池田会計管理者、それからもう一人私の隣に座っております前川事務局長がですね、それぞれ

定年を迎えるということで、本当に寂しい別れが待っているのかなと。前者二方においてはですね、

また再任用ということでこの役場に残るようでありますが、前川事務局長は意思が深く役場には残ら

んということでありますから、これが最後の議会で本当の別れだと、寂し思いもしているところでご

ざいます。本当に５年間にわたってですね、本当にこの困難な事務局長を務めていただきました。議

会を代表いたしましてですね、この場を借りて心よりお礼を申し上げたいというふうに思うところで
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ございます。本当に３月、４月それぞれ忙しくなるところでございますが、花輪議員ではございませ

んが、それぞれ体調管理にはですね十分に気を付けられまして、農家の方は特にですね本当に開墾に

勤しんでいただければというふうに思うところでございます。 

本当に長丁場どうもご苦労様でございました。 

 午前１０時２５分 閉会 
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上記のとおり相違ないことを証するため、ここに署名します。 

 

    平成２６年 ５月２１日 

 

美瑛町議会 議 長   齊 藤   正 

 

      議 員   山 家 慶 治 

 

      議 員   沼 田 成 功 

 

 

 

 

 


